
日時 場所 対象 定員 内容 費用 持ち物 申込み 問合せ ホームページ メールInformation
くらしの情報

令和3（2021）年■11月令和3（2021）年■11月 おことわり　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、広報紙に掲載の内容が変更となる場合があります。市施設を利用する際やイベント等に参加する前には検温とマスクの着用など新しい生活様式の実践をお願いします。

市
政
情
報

講
座
・
教
室
・

イ
ベ
ン
ト

募
集
・
求
人

健
康

高
齢
者
・
福
祉

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

子
育
て

図
書
館

相
談

市
民
情
報

（
伝
言
板
・
文
芸
）

1213

を
返
還
す
る
事
業
を
厚
生
労
働
省
が
行
っ

て
い
ま
す
。
対
象
地
域
や
申
請
方
法
な
ど

の
詳
細
は
、
厚
生
労
働
省

を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

戦
没
者
の
ご
遺
族

郵
送
料
の
み（
Ｄ
Ｎ

Ａ
鑑
定
料
は
国
が
全

額
負
担
）

厚生労働省

厚
生
労
働
省
戦
没
者
遺
骨
鑑
定
推
進
室

☎
0
3‒

3
5
9
5‒

2
2
1
9

　

市
社
会
福
祉
課 

☎
21‒

1
4
5
5

24‒

6
0
6
6

都
市
計
画
法
第
34
条
第
12
号
区
域

の
変
更
説
明
会
の
開
催

　

建
築
物
の
建
築
が
原
則
と
し
て
制
限
さ

れ
る
市
街
化
調
整
区
域
に
お
い
て
、
近
年

の
激
甚
化
・
頻
発
化
す
る
自
然
災
害
を
踏

ま
え
て
、
令
和
2
年
6
月
に
都
市
計
画
法

が
改
正
さ
れ
、
令
和
4
年
度
か
ら
災
害
リ

ス
ク
が
高
い
エ
リ
ア
に
お
け
る
住
宅
等
の

開
発
許
可
が
厳
格
化
さ
れ
ま
す
。

①
11
月
17
日
㈬
②
11
月
20
日
㈯
い
ず
れ

も
午
前
9
時
〜
正
午（
各
回
同
じ
内
容
）

①
総
合
会
館
3
階
3
0
4
会
議
室
②
高

坂
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
研
修
室
1
・
2

パ
ネ
ル
等
を
自
由
に
閲
覧
し
、
個
別
に

説
明
等
を
行
い
ま
す
。

事
前
予
約
が
必
要
で
す（
先
着
順
）。
入

場
開
始
時
間
の
枠
を
30
分
毎
で
設
け
て

い
ま
す
の
で
、
氏
名
、
電
話
番
号
、
希

望
す
る
入
場
時
間
等
を
住
宅
建
築
課
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

の
実
施
を
通
じ
て
、
犯
罪
被
害
者
等
が
置

か
れ
て
い
る
状
況
や
犯
罪
被
害
者
等
の
名

誉
又
は
生
活
の
平
穏
へ
の
配
慮
の
重
要
性

等
に
つ
い
て
、
国
民
の
理
解
を
深
め
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

期
間
中
に
、
警
察
庁
等
で
、
犯
罪
等
に

よ
る
被
害
に
つ
い
て
考
え
る
イ
ベ
ン
ト
を

実
施
予
定
で
す
。
詳
細
は「
犯
罪
被
害
者

週
間
」
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

警察庁

犯罪被害者等支援
シンボルマーク
ギュっとちゃん

人
権
市
民
相
談
課 

☎
21‒

1
4
1
6

23‒

2
2
3
6

野
外
焼
却
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

　

家
庭
ご
み
等
の
野
外
焼
却
を
行
う
こ
と

は
、
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

発
生
し
た
煙
や
臭
い
で
、
近
隣
に
迷
惑

（
洗
濯
物
に
煙
の
臭
い
が
つ
く
、
煙
が
家

の
中
に
入
っ
て
く
る
た
め
窓
が
開
け
ら
れ

な
い
な
ど
）を
か
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

家
庭
で
の
枯
れ
葉
・
枯
れ
枝
は
正
し
く
分

別
し
て
ク
リ
ー
ン
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
に
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　

農
業
等
に
よ
る
焼
却
は
、
例
外
と
し
て

認
め
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、
例
外

に
該
当
す
る
場
合
で
も
、
煙
や
臭
い
な
ど

に
よ
る
周
辺
環
境
へ
の
悪
影
響
が
な
い
こ

と
が
前
提
と
な
り
ま
す
。
周
辺
地
域
の
市

民
の
生
活
環
境
に
広
範
囲
で
影
響
が
あ
る

と
市
が
判
断
し
た
場
合
に
は
、
中
止
を
お

　

市
で
は「
イ
ン
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
里
帰

り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」に
参
加
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
プ
リ
ン
タ
ー
メ
ー
カ
ー
が
共
同
で

運
営
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
、
使
用
済
み

イ
ン
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
を
回
収
し
、
再
資

源
化
す
る
こ
と
で
、
ご
み
の
減
量
や
資
源

循
環
型
社
会
の
形
成
を
目
的
と
し
て
い
ま

す
。
回
収
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

回
収
箱
設
置
場
所　

市
役
所
本
庁
舎
1
階

受
付

回
収
対
象
製
品　

ブ
ラ
ザ
ー
、キ
ヤ
ノ
ン
、

エ
プ
ソ
ン
、
日
本
Ｈ
Ｐ
※
４
社
の
家
庭

用
純
正
イ
ン
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

廃
棄
物
対
策
課 

☎
21‒

1
4
0
1

23‒

7
7
0
0

紙
類
・
布
類
の
収
集

　

紙
類
・
布
類
は
、
市
が
委
託
し
た
事
業

者
が
複
数
の
車
両
で
収
集
し
て
い
ま
す
。

車
両
毎
に
収
集
す
る
も
の
が
異
な
り
ま
す

の
で
、
収
集
作
業
を
見
か
け
た
後
に
も
関

わ
ら
ず
、
ク
リ
ー
ン
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
ダ

ン
ボ
ー
ル
や
新
聞
紙
な
ど
、
同
一
種
類
の

も
の
が
手
つ
か
ず
で
残
さ
れ
て
い
る
場
合

は
収
集
作
業
中
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
午
後

4
時
頃
ま
で
を
目
安
に
収
集
を
行
っ
て
い

ま
す
が
、
そ
の
時
間
以
降
に
ま
だ
ご
み
が

残
っ
て
い
る
場
合
に
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

廃
棄
物
対
策
課
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

 

☎
34‒

5
5
5
0

34‒

5
1
2
5

場
合
は
改
め
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
で
き
る
人　

市
内
に
本
店
が
あ
る
法

人
又
は
市
内
に
住
所
が
あ
る
個
人
事
業

主
で
市
税
に
滞
納
が
な
い
人

※
市
へ
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
を

し
て
い
る
人
は
申
請
で
き
ま
せ
ん
。

受
付
期
間 

12
月
1
日
㈬
〜
15
日
㈬
午
前

8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分（
土
・
日

曜
日
を
除
く
）

有
効
期
間　

令
和
4
年
1
月
1
日
㈷
〜
令

和
5
年
12
月
31
日
㈰

※
申
請
書
は
契
約
検
査
課
で
配
布
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
市

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。

契
約
検
査
課 

☎
21‒

1
4
4
5

22‒

4
0
3
1

都
市
計
画
に
関
す
る
案
の
縦
覧
及

び
意
見
書
の
受
付

　

和
泉
町
土
地
区
画
整
理
事
業
の
廃
止
に

伴
う
各
都
市
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
都

市
計
画
法
第
17
条
に
基
づ
く
案
の
縦
覧
及

び
意
見
書
の
受
付
を
行
い
ま
す
。

□
都
市
計
画
の
案
の
内
容

【
埼
玉
県
の
決
定
】

・
道
路（
松
葉
町
通
線
の
変
更
）

【
東
松
山
市
の
決
定
】

・
用
途
地
域（
用
途
地
域
の
変
更
）

・
道
路（
駅
前
西
通
線
の
変
更
、
和
泉
町

通
線
の
廃
止
）

・
土
地
区
画
整
理
事
業（
第
一
土
地
区
画

整
理
事
業
の
区
域
の
変
更
）

・
地
区
計
画（
和
泉
町
地
区
地
区
計
画
の

決
定
）

□
案
の
縦
覧
場
所
及
び
意
見
書
提
出
先

【
埼
玉
県
の
決
定
】

・
県
都
市
計
画
課（
〒
3
3
0‒

9
3
0
1

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
3‒

15‒

1

☎
0
4
8‒

8
3
0‒

5
3
4
3
）

・
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所（
〒
3
5
5

 

‒

0
0
2
4
東
松
山
市
六
軒
町
5‒

1

☎
22‒

2
4
5
3
）　

・
市
都
市
計
画
課

【
東
松
山
市
の
決
定
】

・
市
都
市
計
画
課

東
松
山
市
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人

※
案
は
市

か
ら
確
認
で
き
ま
す
。

※
県
の
決
定
す
る
都
市
計
画
の
案
へ
の
意

見
書
は
、
県
電
子
申
請
届
出
サ
ー
ビ
ス
で

も
提
出
で
き
ま
す
。

※
意
見
書
の
様
式
は
各
縦
覧
場
所
に
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
市

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。

■
共
通
事
項

案
の
縦
覧
及
び
意
見
書
提
出
の
期
間

 

11
月
19
日
㈮
〜
12
月
3
日
㈮
午
前
8
時

30
分
〜
午
後
5
時
15
分（
土
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
）

※
意
見
書
を
郵
送
で
提
出
す
る
場
合
は
期

限
内
必
着
。

市
都
市
計
画
課 

☎
21‒

1
4
2
5

24‒

8
8
5
7

Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
に
よ
る
戦
没
者
遺
骨
の
返
還

　

Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
に
よ
り
戦
没
者
遺
骨
の
身

元
を
特
定
し
て
、
ご
遺
族
の
も
と
へ
遺
骨

市
内
循
環
バ
ス
の
車
両
が
新
し
く

な
り
ま
し
た

　

市
内
循
環
バ
ス
の
車
両
が
10
月
か
ら
新

し
く
な
り
ま
し
た
。

　

大
谷
コ
ー
ス
、
唐
子
コ
ー
ス
の
2
路
線

を
運
行
し
て
い
ま
す
の
で
、
市
内
循
環
バ

ス
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

時
刻
表
や
路
線
マ
ッ
プ
は
、
市
役
所
や

各
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

市

で
も
確
認
で
き
ま

す
。

市

地
域
支
援
課 

☎
21‒

1
4
3
5

23‒

2
2
3
6

犯
罪
被
害
者
週
間

　

国
で
は
、
毎
年「
犯
罪
被
害
者
等
基
本

法
」の
成
立
日
で
あ
る
12
月
1
日
以
前
の

一
週
間（
11
月
25
日
〜
12
月
1
日
）を「
犯

罪
被
害
者
週
間
」と
定
め
て
い
ま
す
。

　
「
犯
罪
被
害
者
週
間
」は
、
啓
発
事
業
等

受
付
期
間
　
11
月
1
日
㈪
〜
12
日
㈮
午
前

8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分（
土
・
日

曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

※
希
望
す
る
入
場
時
間
の
枠
に
混
雑
が
あ

る
場
合
は
、
来
場
時
間
を
調
整
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

住
宅
建
築
課 

☎
21‒

1
4
6
4

24‒

8
8
5
7

市
有
地
を
売
却
し
ま
す

　

市
が
保
有
す
る
土
地
を
一
般
競
争
入
札

で
売
却
し
ま
す
。
申
込
み
前
に
入
札
実
施

要
領
を
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
入
札
実

施
要
領
は
管
財
課
に
あ
り
ま
す
。

入
札
期
日　

12
月
17
日
㈮
午
前
10
時
か
ら

（
要
事
前
申
込
） 

総
合
会
館
地
下
1
階
Ｂ
01
会
議
室

物
件
番
号

所
在
地

地
目

面
積

3‒

1
新
宿
町
27
番
21
、

27
番
22

宅
地
2
0
6
．0
1
㎡

3‒

2
山
崎
町
16
番
1

宅
地
2
0
6
．4
0
㎡

3‒

3
美
原
町
三
丁
目
10

番
2

畑

2
9
9
㎡

・

管
財
課 

☎
21‒

1
4
2
3

22‒

4
0
3
1

家
庭
用
イ
ン
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
を

回
収
し
て
い
ま
す

願
い
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
や
む
を
得

ず
焼
却
す
る
場
合
も
、
生
活
環
境
に
配
慮

し
た
焼
却
を
お
願
い
し
ま
す
。

環
境
政
策
課 

☎
63‒

5
0
0
6

23‒

7
7
0
0

　

廃
棄
物
対
策
課 

☎
21‒

1
4
0
1

23‒

7
7
0
0

荒
川
緑
肥
無
償
配
布

　

河
川
の
堤
防
の
刈
草
か
ら
作
っ
た
堆
肥

を
無
償
で
配
布
し
ま
す
。

令
和
4
年
1
月
24
日
㈪
〜
2
月
5
日
㈯

※
1
月
30
日
㈰
を
除
く

東
松
山
堆
肥
ヤ
ー
ド（
新
東
松
山
橋
下

流
約
1
0
0
メ
ー
ト
ル
）

・

荒
川
上
流
河
川
事
務
所

、
河
川

課
に
あ
る
応
募
要
領
を
確
認
し
、
12
月

10
日
㈮（
消
印
有
効
）ま
で
に
往
復
は
が

き
で
〒
3
5
0‒

1
1
2
4
川
越
市
新

宿
町
3‒

12
同
事

務
所
へ（
応
募
多

数
の
場
合
は
数
量

調
整
）。

荒川上流河川
事務所

☎
0
4
9‒

2
4
6‒

1
0
3
1

小
規
模
契
約
希
望
者
登
録
制
度

　

市
が
発
注
す
る
小
規
模
な
修
繕
等
の
契

約
を
希
望
す
る
市
内
業
者
を
登
録
し
、
積

極
的
に
指
名
業
者
選
定
の
際
に
対
象
と
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
受
注
機
会
を
拡
大
し

よ
う
と
す
る
制
度
で
す
。
現
在
登
録
し
て

い
る
業
者
も
12
月
末
で
有
効
期
間
が
終
了

と
な
り
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
希
望
す
る

http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/shiminseikatsubu/chiiki/menu/traffic/1349247590246.html
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/joho/week/week.html
https://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo00177.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137645_00006.html



